
 

大型子育て用品お譲り会 

譲りたい人 

1. お譲りカードを記入（事務室でカードを受け取る） 

2. 用品をほしい方から連絡が来たら、譲渡交渉 

3. 交渉が成立したら、その旨を児童館へ連絡 

ほしい人 

1. 専用ファイルに綴じられたお譲りカードを児童館窓口で閲覧 

2. ほしい用品があれば、連絡先を控え、譲渡交渉 

3. 用品を受け取る 

対象 子育て中の親 

期間 令和8年1月 13日（火）～2月28日（土） 

用品 乗用玩具、ベビーカー、幼児用自転車など大型子育て用品 

価格 無料 

その他 

 交渉に際して児童館は関与しません。またトラブルが発生しても児童館は

一切の責任を負いません。 

 転売目的の利用はご遠慮ください。 

 上記期間を経過したカード、交渉が成立したカードは裁断処理します。 

練馬区立中村児童館 

電話 03-3998-4890 


